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公益企業捜念、については，わが国にかぎらずアメザカ合衆国においても，こ

れまで多くの論議が展開されてきたにもかかわらず，今Eにいたるまでー殻的

れうる統一的な定見は与えられていないっ

しかるに公益事業や公益企業をカテゴリ…化した一般法が制定されていな

い現在，かつて蟻山政道教授と林信雄教授が各種法規の中に顕主的，潜在的に

散在されている公議事業や公益企業に関する定義的条項を堀り認して公益企業

概念を構築しようとしたと間様な方誌で，公益企業機念を機築することが，最

良な方法であろうと守、われるむ

しかしなが弘公益企業概念を講築すべき価植があるかどうか疑問をいだく

クレメンズ、教授のような著名な先学者がいないわけでなかった号なぜなら，公

益企業概念は鞘度概念であり，控史的背景，文化器境，政治経済制捜二生活様

式，自然環境等を土壌とし社会的命意によって構築される経済制度の一部分

るか告である。

しかし公益企業は制度的なものであり，決して絶対的，回定的，画一的，

不変的なものでないにもかかわらず，公議企業捜;合、なかんずく公益企業の範屈

を恒常的に竣昧のままにしておくことは，社会議IJ渡上，次のようなことから決

いことではない。

i )行政上における公共事業の位置，公企業の位置公益企業の位置を不明

瞭にしておくことは，それぞれ，抱えている問題〈問えば財務，人事，組

議機構，料金設定，規制等の問題〉的解決在ますます盟難にする。

対)社会講造の進化にともない，合益企業が長熱的に変化していくものであ

るとはいえ，その行動様式は，一定の竪史過程で規定されるべきものであ

るから，公益企業探念の不明瞭性は，一定の竪史過程における

経済的機能・社会的機能を不明瞭のままにしておくことになる。

益i)公益企業概念の不明瞭性は， r一最私企業に対する規制j と f公益企業
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規制j との関係を唆昧にすることとなり〈特に独占規制に対しての見解を

暖昧にすることとなり)，消費者である一殻公衆は，多大な損失を蒙ちか

ねない。

以上のような理由から，公益企業概念なかんずく公益企業の範囲を載定する

ことは，決して研究者のもつ特宥の気晴に終るものでないし徒労に終るもの

でない。それゆえ，わが留に散在する諸法に共通する企益事業や合益企業の範

囲に関する糸をたぐって，わが国の公益企業の範聞を考察すること

ーの課題とする。

さで， こ にあたり，散在する

のように，社会経済的機能別に分類しそれぞれの内容に側して考案するむ

@ 公共の利益という自的のために私権を規制している法律己

という自的を暁不している法律む

む 公共の福祉を自的とする公営の題意1]生産設済体に関する法律。

わが国の私営公益企業の料金設定原則において，原錨補償の内容をもっ総括

原主義が法的に明示されたのは，昭和 8年?月，第 3

づく「電気料金認可基構j に示されたのが， つにむしかし当時の経

色，総括諜領主義誌，かなり

していたので，到成，実現化される状況ではなかったむそれから，戦後ょ

うやく，電気料金算定基準(公益事業委員会規制第日号，昭和26年6月16日，

公事・強行)，こ総括原儲主義が生かされその後，現行の電気事業法第19条と

ガス事業法第17条に引き継がれた。そして，今日では，掲事業に隈ちず，わが

として，内容的には，それぞれ多少異なるが，

総括原価主義は実質的に定着している9

わが留の公営公益企業の料金投定探則として，原価補費約な内容をも

っ料金設定原則が法的に明示されたのは，戦後の国有鉄道運賃法〈昭和23年7

月7日公事，同年 7月10日強行〉第 i条第 2項第 2号に明示された

うものであることJという規定が，最初であったむその後，公営公設企業に法

的に諜価補護主義を明示した事業法として，地方公営企業法第21条や水道法第
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14条第 4項や下水道法第20条や郵護法(昭和46年改正〉第 3条などが，制定さ

れてきたむかくして，上記のように原価祷楼主義が，公営公益金業料金投定上，

法的に明示されてきたのであるが，教府の必嬰以上に厳罰な公共料金抑制政叢

によって，これらの条現は現実的に不履行となっていることが多し現在，

わが悶において，水道事業や公営電気事業という一部の公営公益企業が，原錨

よる料金設定原院を採用しているにすぎない。その他の多くの会営

公益企業は巨額の弗字をかかえているa

そこで，このような赤字経営にある公営公益企業の封政状態を建て査すには

どのような料金設定探則が，わが国の公営公益企業にとって最適であるかの一

端を明らかにすることが，本書の第二の課題であ

具体的に第二の課題を考察する方法としては，公正報酬療員IJ，総括原価主義，

コスト方式の内容を詳細に吟味した上で，これちの 3つの料金設定課長IJを

・換討しさらに，わが関の公営公益企業にとって最溜な料金設定原則と

は，どのようなものでなければな告ないかを考察するという方法である。

ところで，公経企業め料金設定に際しでは，大到して 2つの領域がある。一

つは，前述の料金設定(料金水準〉であり， もう一つは，その料金収入総額

(総括原器〉を当該企業の用役を享受する孝'1埠者全体にどのようにして料金と

して負担させるべきであるかという韻域であり，料金体系として取り扱われて

いる。しかしこれらの開韻域休明瞭に区分される領域でなく，密接不可分

の領域である。

これまでの公益企業の料金設定についての考繋は，料金設定(料金水準〉に

関することが多かったむなぜなら，料金設定(料金水準〉は，料金体系の前提

であるばかりでなく，臨接に利用者を対象とするのではなし公益企業が用益

を供給するに要する一切の聾期及び資本に対する公正報酬を賄うに走る程度の

総収益の大きさを評定するという金針数値を主として対象とするので，比較的

に客観的基準で対処できるかもである。一方，料金体系の場合に比直接，料

金を魚担する科患者〈需要者〉を料金体系の対象とするので，客観的基準で対

処できかねる分野が多く為るがゆえに，料金設定(料金水準〉に関する訴究よ
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りも少ない。また，料金体系については，利用者が料金値上げ時に，関心を示

すにすぎず，一般的にそれ誌ど切実性を感じていないのが現状であり，ほとん

ど各公益企業の判断にまかされているかちでもある。

しかしながら，変転極まりない器内外情勢下で， 日本の文化や経済を漸進的

に発展させていくためには，公益企業の鵠全な発躍が不可欠であるc そのため

には，公益企業が良重なサービスの供給をとうして利用者に器類されると問時

に，合益企業財務の一議礎となる料金持系のあり方も利明者に信頼されなければ

ならない。それゆえ，公益企業料金問題において第二義的に取り扱われてきた

料金持系を考察することを本書の第三の課題とするむ

私は，これまでわれわれが引き継いできた公益企業の醗究とできるだけ関連

づけながら，三つの課題について詳細に考察してきたつもりであるが，私の能

力をもってしでは，十分に解明しえなかった多くの問題点が残されているのみ

なちず，志の気付かない誤謬をおかしている点も少なくないと君、う O

の忌樺のない鄭叱正をえて，今後の研究の謹としたいc 本書が今後の公設企業

研究や実務や生活の上に何がしかの参考になり役立てば，望外の喜びであるa

思えば，公益企業の研究を志してからお年程になる己その関，故細野話出男

先生，故北久一先生，一瀕智司先生，大島国誰先生，描m義雄先生をはじめと

る諸先生からのあたたかい踏ましと御指導を受けてきた。また，私の奉職す

る弘喜iJ大学人文学部経済学科の先輩・同僚や札幌大学経営学部奉鞍時代の先輩

・同僚からのさまざまな励ましゃ御指導を志れることができない。心から

中し上げる次第である。

最後に学術書の出版が国難な状況の下で，

た多賀出販の多賀省次社長に瞳くお礼を申

出販にご尽力くださいまし

る次第である。

さいしては，護接出腹費の一部として，

究費補助金 f研究成果公開促進費」の交付を受け

5 

平成 6年 1丹百E 研究室にで

司正一
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